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日程第 １ 会議録署名委員の指名について  
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いて 

会長 決定 ６８件 
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農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（使用貸借）の決定に
ついて 

会長 決定 ７件 

１０ 議案第８号 農地移動適正化あっせんの申出について 会長 決定 ３件 
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第３７回北斗市農業委員会総会 

(午後 １時２９分 開会) 

 
(開会宣言) 
和田会長 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

事務局長 
 
 
 
 

 
議 長 

 
 
 

日程第１ 
議 長 

 

 
 
どうも、皆さんお疲れさまでございます。 
総会も今日で最後になります。山田委員さん、椛澤委員さんのお

２人は、次期は退任するということで非常に寂しく思います。長い
間、御苦労様でございました。御礼を申し上げます。 
今、農業資材が、肥料、ビニールなど色んなものが高くなってお

ります。そんな中で、経営を圧迫するような年でございます。野菜
の単価が上がらないということで、本州方面の大きい農家さんたち
は嘆いております。北海道も、そのあおりを受けるのではなかろう

かと心配しております。また、米のほうもコロナの影響で大分、去
年の在庫米があるということで、それもまた経営の圧迫になるよう
な状況下にあります。 
多く水田を借りている人は、今までの小作料を下げてほしいとい

うような話が聞かれます。今年１年は現状を見まして、何もかにも
下がるようであれば、賃借料なども変わってくるかもしれません。
そんなことで、農業情勢は厳しい状態の中にある、真っただ中とい
う感じがします。 
清川地区においてはトマトの定植の準備に入りまして、灯油が高

くなっているということで、辞めるわけにもいかない、やはり高く
ても灯油を使わなくてはならないということで、例年どおりのトマ
トを作付けするというような話を聞いております。水田のほうも、
これからどんどん忙しくなると思いますし、一般の野菜の方々も忙

しくなると思います。 
そんなことで、いい話は聞かれませんけれども、最後の第３７回

の総会でございます。 
本日は、報告２件、議案８件であります。 
御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶と

いたします。 
 

委員の動向をお知らせいたします。 
５番時田委員より欠席の届出がありました。 
北斗市農業委員会会議規則第７条では、「会長は、会議の議長とな

り議事を整理する」こととなっておりますので、この後の議事につ
いては和田会長が進行いたします。よろしくお願いいたします。 

 
それでは、早速、会議を始めさせていただきます。 
本日の議事日程は、お手元に印刷配布のとおりであります。 
直ちに日程に入ります。 
 
 
日程第１ 本日の会議録署名委員を指名いたします。 
議席番号１１番笠原勝幸委員、議席番号１２番山田長政委員の両
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日程第２ 
議 長 

 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第３ 
議 長 

 
 

 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 
 
 

日程第４ 
議 長 

 
 
 
 
 

議 長 

名を指名いたします。 
 

 
日程第２ 会期の決定についてをお諮りいたします。 
本総会の会期は、本日１日と決定することに、御異議ありません

か。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本総会は本日１日と決定いたしました。 
 
 
日程第３ 報告第１号「農地法第３条の規定による届出について」

を議題といたします。 
番号１及び番号２を一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
農地法第３条の３第１項の規定によりまして、農地又は採草放牧

地について、相続等により権利を取得した者は農業委員会に届け出
ることとなっております。 
番号１につきましては、新函館北斗駅より南側、白川第一会館よ

り東側などの農地でございます。番号２につきましては、函館大谷

短期大学附属大野幼稚園より南側などの農地でございまして、これ
らの届け出につきましては、北斗市農業委員会事務専決規程に基づ
き専決処分しましたことを御報告するものでございます。 
以上でございます。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 
 
 

日程第４ 報告第２号「農地移動適正化あっせん申出の取下げに
ついて」を議題といたします。 
番号１及び番号２を一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
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事務局長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 

 
 

議 長 
 

日程第５ 
議 長 

 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 

笠原委員 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 

議 長 

 
日程第６ 

議 長 
 
 
 
 
 

 
御説明いたします。 

番号１につきましては、㈱サン・グリーン函館工場より北側の農
地で、令和３年４月総会においてあっせんの申出がされておりまし
たが、売買先が決まったことから取り下げるものでございます。番
号２につきましては、特別養護老人ホーム清華園より西側及び北側
の農地で、令和３年７月総会においてあっせんの申出がされており
ましたが、売買先が決まったことから取り下げるものでございます。 
なお、これらの案件につきましては、この後の議案第５号（所有

権移転の決定）において御審議いただく予定となっております。 
以上でございます。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 

(「異議なし」の声あり) 
 
御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 
 
 
日程第５ 議案第１号「土地の現況証明書の交付について」を議

題といたします。 
番号１を上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 

朗読が終わりましたので、調査委員を代表いたしまして、笠原勝
幸委員より報告をお願いいたします。 
 
事務局２名と岡村、吉田委員、計５名で調査してまいりました。 
もうすでに市営住宅が建っておりまして、当該地は申請のとおり

宅地化しており、農地として利用することは困難と判断し農地採草
放牧地以外と認定します。 
 
報告が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたします。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 
 
日程第６ 議案第２号「農地法第１８条の規定による合意解約通

知の成立状況の確認について」を議題といたします。 
番号１から番号９までを一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
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議 長 

 
事務局長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第７ 
議 長 

 

 
 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
事務局長より説明があります。 

 
御説明いたします。 
本件に関しましては、合意による解約が引き渡し期限の６カ月以

内に行われていることが要件となっておりまして、解約合意と引き
渡しが同日で行われ、通知されておりますので問題ないと考えられ
ます。 
なお、番号１、番号３及び番号５の案件につきましては、この後

の議案第６号（賃貸借の決定）において、番号２、番号４及び番号
９の案件につきましては、議案第５号（所有権移転の決定）におい
て、番号７の案件につきましては、議案第４号（農地法第５条の規
定による許可申請）において、番号８の案件につきましては、議案
第３号（農地法第３条の規定による許可申請）において御審議いた
だく予定となっております。 

以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 
 
日程第７ 議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。 

番号１から番号５までを一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
番号１につきましては、大郷寺より東側の農地で、相続により農

地を取得したものの耕作・管理ができないため、農業経営している
弟に贈与するものでございます。番号２につきましては、先月総会
において一時転用許可申請がありました三ツ石地区の営農型太陽光
発電設備でございますが、この発電設備の設置者と営農者が異なる

場合は、民法の規定により地上権の権利についても農地法第３条第
１項の許可が必要であることから許可申請書が提出されたものでご
ざいます。番号３につきましては、グランポレール北海道北斗ヴィ
ンヤードより南側の農地で、貸し付けている農地を娘さんに贈与す
るものでございます。番号４につきましては、千代田郵便局より北
側などの農地で、所有する農地を息子さんに使用貸借し、経営移譲
するものでございます。番号５につきましては、障害者支援施設ふ
じの学園より西側の農地でございまして、これまでは所有する農地
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議 長 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第８ 
議 長 

 
 
 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第９ 
議 長 

 
 
 
 
 
 

を息子さんに使用貸借しておりましたが、このたび息子さんの子ど
もが経営を継承することとなったことから、先ほどの議案第２号で

合意解約した農地についてお孫さんと使用貸借するものでございま
す。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 
 
日程第８ 議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。 
番号１を上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
本件に関しましては、先ほどの議案第２号（合意解約通知の成立

状況の確認）がありました農地ですが、現在使用している農機具等
の置き場が手狭になったことから農業用倉庫を建設したい旨、許可

申請書が提出されたものでございます。 
なお、提出された関係書類で倉庫及び通路の配置計画を確認いた

しましたが、必要最低限の転用面積となっているものと考えており
ます。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 

 
日程第９ 議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について」を議題
といたします。 
番号１から番号１２までを一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
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議 長 

 
事務局長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 

 
議 長 

 
日程第１０ 

議 長 
 
 
 

 
事務局長より説明があります。 

 
御説明いたします。 
番号１につきましては、㈱サン・グリーン函館工場より北側の農

地でございまして、経営規模拡大を図ろうとする方へ売買するもの
でございます。番号２につきましては、文月拓友会館より西側の農
地でございまして、令和元年５月よりこの農地を耕作してきました
方へ売買するものでございます。番号３につきましては、議案第２
号（合意解約通知の成立状況の確認）がありましたＪＲ北海道新函
館変電所より東側の農地でございまして、経営規模拡大を図ろうと
する方へ売買するものでございます。番号４につきましては、千代
田郵便局より北東側の農地でございまして、平成３０年２月よりこ
の農地を耕作してきました方へ売買するものでございます。番号５
につきましては、中野会館より西側の農地でございまして、隣接地

を耕作する方へ売買するものでございます。番号６につきましては、
特別養護老人ホーム清華園より北西側の農地でございまして、隣接
地を耕作する方へ売買するものでございます。番号７につきまして
は、議案第２号（合意解約通知の成立状況の確認）がありました特
別養護老人ホーム清華園より西側などの農地でございまして、これ
まで貸し付けていた法人の代表を務める方へ売買するものでござい
ます。番号８につきましては、特別養護老人ホーム清華園より西側
の農地でございまして、隣接地を耕作する方へ売買するものでござ
います。番号９につきましては、議案第２号（合意解約通知の成立
状況の確認）がありました新函館北斗駅より北側の農地でございま
して、隣接地を耕作する方へ売買するものでございます。番号１０
につきましては、北海道放送函館ラジオ送信所より西側の農地でご

ざいまして、平成３０年１月よりこの農地を耕作してきました方へ
売買するものでございます。番号１１につきましては、大野監督員
詰所より東側の農地でございまして、平成２９年４月よりこの農地
を耕作してきました方へ売買するものでございます。番号１２につ
きましては、野崎霊園より東側の農地でございまして、令和元年７
月よりこの農地を耕作してきました方へ売買するものでございま
す。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 

 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 
 
日程第１０ 議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画（賃貸借）の決定について」を議題と
いたします。 
番号１から番号６６までを一括上程いたします。 
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議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

事務局に朗読させます。 
 

（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
番号１につきましては、新函館北斗駅より南東側の農地でござい

まして、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ貸すものでござい
ます。番号２につきましては、議案第２号（合意解約通知の成立状
況の確認）がありました、新函館北斗駅より北東側の農地でござい
まして、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ貸すものでござい
ます。番号３につきましては、茂辺地漁港より南西側の農地でござ
いまして、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ貸すものでござ
います。番号４から番号８までの案件につきましては、北海道新幹

線渡島当別トンネルより北西側の農地でございまして、いずれの案
件につきましても労働力不足のため経営規模拡大を図ろうとする方
へ貸すものでございます。番号９につきましては、函館大谷短期大
学附属大野幼稚園より北東側の農地でございまして、労働力不足の
ため経営規模拡大を図ろうとする方へ貸すものでございます。番号
１０につきましては、介護老人保健施設いなほより南西側の農地で
ございまして、労働力不足のため近接地を耕作する方へ貸すもので
ございます。番号１１につきましては、添山会館より南西側の農地
でございまして、労働力不足のため近接地を耕作する方へ貸すもの
でございます。番号１２につきましては、大野リバーサイドゴルフ
練習場より南側の農地でございまして、労働力不足のため経営規模
拡大を図ろうとする方へ貸すものでございます。番号１３につきま

しては、文月地蔵堂より南東側の農地でございまして、労働力不足
のため経営規模拡大を図ろうとする方へ貸すものでございます。番
号１４につきましては、議案第２号（合意解約通知の成立状況の確
認）がありました、市営住宅市渡中央団地より北側の農地でござい
まして、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ貸すものでござい
ます。番号１５につきましては、議案第２号（合意解約通知の成立
状況の確認）がありました、文月会館より南側の農地でございまし
て、労働力不足のため経営規模拡大を図ろうとする方へ貸すもので
ございます。番号１６につきましては、山の神神社より南東側の農
地でございまして、この案件につきましては農地中間管理事業を活
用するもので、公益財団法人北海道農業公社が借り受けたのち番号
１７の担い手の方へ貸し付けるものでございます。この北海道農業
公社による農地の借入れ・転貸につきましては、市町村の集積計画

及び配分計画の審議を経たのち、農地中間管理事業の推進に関する
法律の規定に基づいた知事認可・転貸まで約２カ月間を要していま
したが、令和元年の法改正により市町村の集積計画のみで一括して
権利設定を可能とする仕組みとなったことから、このような形での
上程となったもので、借入れから転貸までの手続期間が短縮された
ことにより農地中間管理事業が使いやすくなっているものでござい
ます。番号１８につきましては、三好会館より南西側の農地でござ
いまして、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ貸すものでござ
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議 長 
 
 
 

落合委員 
 
 
 

事務局長 
 

議 長 
 

落合委員 
 

議 長 
 

佐藤主任 
 
 
 

 
 
 

議 長 
 

落合委員 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 

 
 

議 長 
 

落合委員 
 
 
 

います。番号１９につきましては、ケアハウスそよかぜより北西側
の農地でございまして、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ貸

すものでございます。なお、番号２０から番号６６までの案件につ
きましては、継続で引き続き賃貸借するものでございますので、説
明は省略させていただきます。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
３番落合委員。 
 
説明を聞いていると、借主によって随分と料金安く借りている人

がいるんだけど、この事情というのはほぼわからないけど、ちょっ
と差がありすぎるような気がするんだけど、気のせいだろうか。 
 

例えば、どの方でしょうか。 
 
落合委員 
 
例えば、番号３・４・５・６・７・８。 
 
事務局佐藤主任。 
 
落合委員さんの質問にお答えいたします。 
今おっしゃられました、番号３から番号８までの案件に関しまし

ては、地区名ということになりますが、このあたり一帯、畑・田ん
ぼ、どちらも大体このぐらいの相場でこの近辺は貸し借りが行われ

ているという実例がありまして、それに則って借主の方も大体似た
ような単価設定を行っているというふうになっております。 
 
落合委員。 
 
地域によって、そういう平均した金額だということなの。 
 
事務局長。 
 
地区名につきましては、改良区の賦課金が設定されていない地域

ですので、ほかの地域と比べますと五千円くらい単価が低い状況に
あります。この方は、昨年度から色々と借り受けしている方ですけ
れども、地区名を中心に小麦を栽培したいということで経営規模の

ほうをちょっとずつ拡大しているという状況となっています。 
 
落合委員。 
 
この人の借りている所、現況調査で見てきたりしてたんだけど、

遊休農地が減るということは大変ありがたい話なんだけど、何か特
別安く借りているのかなと思ってちょっと質問してみました。 
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議 長 
 

佐藤主任 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

落合委員 

 
議 長 

 
椛澤委員 

 
 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 

 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

椛澤委員 
 

議 長 
 

 
議 長 

 
 
 
 
 

議 長 

事務局佐藤主任。 
 

すみません、補足させていただきます。 
今、局長のほうから説明がありましたけれども、このあたりの農

地、実は長年と言いますか、しばらく管理されていなかった農地で
して、現状使えるような状態に戻すのに色々と労力、時間的にかか
るということになっておりまして、それでこの農地を１年目は耕作
できないからということで、無償で使用貸借と言いますか、無償で
借りさせてもらっておりまして、２年目以降はこの単価でしっかり
と営農できる状態までもっていくということを伺っておりました。 
以上です。 
 
よろしいですか。 
 
はい、大丈夫です。わかりました。 

 
１３番椛澤委員。 
 
逆の質問で、６２番、６３番と６６番。あと１件あったんですけ

ど、ちょっと高いのかと、１万６千円と１万５千円。あくまでも、
本人同士のやり取りなので文句のつけようがないんですけど、何か
特別な理由、ないのであればいいんですけど、何か高い理由があり
ますでしょうか。 
 
事務局長。 
 
椛澤委員さんの御質問にお答えいたします。 

特別理由等は聞いていなかったのですけれども、継続ということ
で、例えば６２番の方であれば、前回も５年間の契約年数を設けて
賃貸しているのですけれども、その時も同じ単価でやっているもの
ですから、貸主と借主ともにこの単価でいいということで、若干高
いのですが合意を受けて契約したという状況でございます。 
以上でございます。 
 
椛澤委員。 
 
本人同士がいいのであれば、それでいいです。 
 
他にございませんか。なければ、本件は原案のとおり決定いたし

ます。 

 
次の番号６７及び番号６８の案件につきましては、７番山本正人

委員が北斗市農業委員会会議規則第２５条の規定により、「議事参与
の制限」の対象となりますので退席を求めます。 
 
（山本委員 退席） 
 
それでは、番号６７及び番号６８を一括上程いたします。 
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議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

 
 
 

議 長 
 
 
 

日程第１１ 
議 長 

 
 
 

 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 

 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 

事務局に朗読させます。 
 

（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
番号６７につきましては、ＪＲ北海道新函館変電所より北西側の

農地で、引き続き５年の期間を設定し賃貸借するものでございます。
番号６８につきましては、中野会館より西側の農地で、引き続き３
年の期間を設定し賃貸借するものでございます。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 
（山本委員 復席） 
 
 
日程第１１ 議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画（使用貸借）の決定について」を議題
といたします。 
番号１から番号６までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
番号１につきましては、函館新幹線総合車両所より北西側の農地

で、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ使用貸借するものでご
ざいます。 
なお、番号２から番号６までの案件につきましては、継続で引き

続き使用貸借するものでございますので、説明は省略させていただ
きます。 

以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
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議 長 
 
 
 

澤田職務代理 
 
 
 
 
 

澤田職務代理 
 
 

 
 

澤田職務代理 
 

事務局長 
 
 
 
 

澤田職務代理 
 
 

 
 

澤田職務代理 
 
 
 

澤田職務代理 
 
 
 

日程第１２ 
議 長 

 

 
 
 
 
 

議 長 
 
 

 
 

澤田職務代理と議長を交代いたします。 
 
（議長交代） 
 
次の番号７の案件につきましては、１４番和田委員が北斗市農業

委員会会議規則第２５条の規定により、「議事参与の制限」の対象と
なりますので退席を求めます。 
 
（和田委員 退席） 
 
それでは、番号７を上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 

（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
本件に関しましては、細入会館より北東側の農地で、引き続き３

年間の期間を設定し使用貸借するものでございます。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 

(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 
（和田委員 復席） 
 
和田会長と議長を交代いたします。 
 
（議長交代） 
 
 
日程第１２ 議案第８号「農地移動適正化あっせんの申出につい

て」を議題といたします。 

番号１から番号３までを一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
朗読が終わりましたので、あっせん委員を指名いたします。 
番号１につきましては、議席番号４番落合修委員、議席番号１３

番椛澤健一委員、補助委員として高橋俊博推進委員を。番号２及び
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議 長 
 
 

議 長 
 
 
 
 
 

 

番号３につきましては、議席番号１１番笠原勝幸委員、議席番号１
４番和田勝雄委員、補助委員として鹿角昭夫推進委員を指名するこ

とに、御異議ありませんか。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は指名のとおり決定いたします。 
あっせん委員に指名された方は、よろしくお願いいたします。 
 
以上で、本日の全日程を終了いたしました。 
これをもちまして、第３７回北斗市農業委員会総会を閉会いたし

ます。 
御苦労様でございました。 

 
（午後 ２時３６分 閉会） 

 
 
 
 

会長（議長）  和 田 勝 雄    
 
署 名 委 員   笠 原 勝 幸    
 
   〃     山 田 長 政    

 
 


